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衆
議
院
議
員
鉢
呂
吉
雄
君
提
出
警
察
職
員
の
不
祥
事
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
は
、
上
司
が
職
員
の
自
宅
を
訪
問
す
る
方
法
に
よ
り
、
職
員
の
身
上
の
把
握
及
び
指
導
を
行
う

場
合
も
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
、
職
員
の
家
庭
訪
問
を
実
施
す
る
よ
う
指
示
し
た
事
実
は
な
い
。
警
察
庁
と

し
て
は
、
埼
玉
県
警
察
等
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
上
司
が
職
員
の
自
宅
を
訪
問
す
る
方
法
に
よ
り
、
職
員
の
身
上
の
把
握

及
び
指
導
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
全
国
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
警
察
庁
と
し
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
、
職
員
の
家
庭
訪
問
を
実

施
す
る
よ
う
指
示
し
た
事
実
は
な
い
。
警
視
庁
に
よ
る
と
、
平
成
十
八
年
度
以
降
、
衆
議
院
議
員
鉢
呂
吉
雄
君
提
出
警
察
職

員
の
不
祥
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
二
一
号
。
以
下
「
前
回

答
弁
書
」
と
い
う
。）
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
当
該
職
員
（
以
下
「
当
該
職
員
」
と
い
う
。）
の
自
宅
を
訪
問
す
る

一



方
法
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
身
上
の
把
握
及
び
指
導
を
行
っ
た
記
録
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
に
お
け
る
職
員
の
身
上
の
把
握
及
び
指
導
は
、職
員
の
指
揮
監
督
上
必
要
な
人
事
管
理
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
警
察
庁
の
職
員
に
対
す
る
指
揮
監
督
は
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
警
察
庁
長
官
が
、
都
道
府
県
警
察
の
職
員
に
対
す
る
指
揮
監
督
は
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
に
お
け
る
職
員
の
身
上
の
把
握
及
び
指
導
は
、
適
正
な
人
事
管
理
に
必
要
な
範
囲
で
、
職
員
の
私
生
活
に
関
す
る
事

項
に
も
及
ぶ
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
範
囲
及
び
限
度
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
る
の
で
、
一
概
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
適
正
な
人
事
管
理
に
必
要
な
範
囲
」
と
は
、
職
員
の
任
免
、
懲
戒
等
を

適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
。

二



三
の
（
�
）
に
つ
い
て

「
適
正
な
人
事
管
理
に
必
要
な
範
囲
」
の
具
体
的
な
範
囲
及
び
限
度
に
つ
い
て
は
、
二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
る
の
で
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
上
司
が
職
員
の
自
宅
を
訪

問
す
る
方
法
に
よ
り
、
職
員
の
身
上
の
把
握
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
場
合
も
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
当
該
職
員
の
上
司
が
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
日
に
当
該
職
員
か
ら
結
婚
の
希
望
に
つ
い
て
聴
取
し

た
事
実
及
び
同
年
十
二
月
十
六
日
に
当
該
職
員
に
対
し
て
面
接
を
実
施
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
記
録
が
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
面
接
等
の
日
時
、
回
数
、
内
容
等
に
つ
い
て
詳
細
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
視
庁
に
お
い
て
職
員
の
身
上
を
記
録
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
警
視
庁
職
員

人
事
記
録
」
、
「
身
上
実
態
表
」
等
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

三



警
視
庁
に
よ
る
と
、
前
回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
当
該
職
員
の
元
上
司
（
以
下
「
当
該
元
上
司
」
と
い

う
。
）
は
、
現
在
も
警
視
庁
の
警
察
官
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
当
該
元
上
司
の
現
在
の
職
名
は
係
長
、
階
級
は
警
部
補
、
当
該
階
級
へ
の
昇
任
年
月
日
は
平
成
十
七

年
三
月
十
日
、
年
齢
は
五
十
七
歳
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
前
回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
当
該
元
上
司
は
、
そ
の
こ
と
を
当
該
職
員
の
上
司

に
伝
え
な
か
っ
た
」
理
由
に
つ
い
て
、
当
該
元
上
司
は
、
当
該
職
員
が
自
分
で
対
処
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
と
述
べ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
前
回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
当
該
職
員
の
上
司
」
の
現
在
の
職
名
は
係
長
、

階
級
は
警
部
補
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

当
該
元
上
司
の
勤
務
成
績
の
評
定
の
具
体
的
な
内
容
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
ま
た
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

四



お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
当
該
元
上
司
の
上
司
で
あ
る
警
視
庁
立
川
警
察
署
生
活
安
全
課
の
課
長
代
理
等
が
面
接
等
を
行
い
、

そ
の
中
で
交
友
関
係
、
健
康
状
態
等
に
つ
い
て
把
握
し
、
指
導
す
る
よ
う
努
め
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
前
回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
当
該
元
上
司
は
、
当
該
職
員
か
ら
前

回
答
弁
書
一
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
被
害
者
と
面
会
で
き
ず
悩
ん
で
い
る
旨
の
相
談
を
受
け
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、

当
該
被
害
者
に
つ
き
ま
と
う
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
旨
の
助
言
を
し
て
お
り
、
幹
部
と
し
て
の
能
力
や
適
格
性
を
欠

く
と
直
ち
に
は
言
え
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
に
は
十
四
の
交
番
及
び
四
の
駐
在
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
の
交
番
及
び
駐
在
所
に
勤
務
す
る
警
察
官
の
定
員
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

五



現
在
、
警
部
補
は
十
二
人
、
巡
査
部
長
又
は
巡
査
は
百
六
十
一
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

交
番
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
交
替
制
の
地
域
警
察
官
に
よ
り
運
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
各
都
道
府
県
警
察
に

お
い
て
、
交
番
勤
務
員
は
日
勤
、
当
番
及
び
非
番
を
順
次
繰
り
返
す
な
ど
の
勤
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
駐
在
所
に
つ
い
て
は
、
交
替
制
に
よ
る
勤
務
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
交
番
・
駐
在
所
勤
務
の
警
察
官
を
指
導
・
監
督
す
る
幹
部
警
察
官
の
数
に
つ
い
て
は
把
握

し
て
い
な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
長
は
、
平
成
十
八
年
九
月
に
着
任
後
に
富
士
見
台
交
番
を
含
む
す
べ
て
の
交
番

を
巡
視
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
随
時
交
番
の
巡
視
を
行
い
、
交
番
勤
務
員
の
勤
務
状
況
、
施
設
管
理
の
状
況
等
に
つ
い
て
確

認
し
、
必
要
な
指
導
を
行
っ
て
い
た
が
、
具
体
的
な
日
時
等
に
つ
い
て
は
記
録
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

六



警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日
の
午
後
零
時
三
十
分
こ
ろ
に
警
視
庁
立
川
警
察
署
地
域
課
の
係

長
で
あ
る
警
部
補
が
富
士
見
台
交
番
を
巡
視
し
、
同
日
午
後
一
時
三
十
分
こ
ろ
及
び
午
後
三
時
三
十
分
こ
ろ
に
同
課
の
課
長

代
理
で
あ
る
警
部
が
同
交
番
を
巡
視
し
、
積
極
的
な
街
頭
活
動
等
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
お
い
て
は
、
業
務
を
通
じ
て
挙
げ
た
実
績
、
発
揮
し
た
能
力
等
に
基
づ
い
て
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
が
行
わ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七
の
（
�
）
に
つ
い
て

当
該
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
ま
た
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、

公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

七
の
（
�
）
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
は
、
勤
務
成
績
が
不
良
と
認
め
ら
れ
る
職
員
等
に
対
す
る
指
導
及
び
教
養
を
計
画
的
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
能
力
及
び
実
績
の
向
上
等
を
図
る
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七



七
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
事
管
理
に
係
る
事
務

に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お

答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
の
地
域
警
察
幹
部
は
当
該
職
員
に
対
し
、
職
務
質
問
等
の
街
頭
活
動
を
強
化
し

て
、
犯
罪
の
予
防
、
検
挙
等
に
取
り
組
む
よ
う
、
機
会
あ
る
ご
と
に
指
導
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、警
察
署
ご
と
に
年
間
の
犯
罪
検
挙
件
数
、交
通
違
反
取
締
り
件
数
等
の
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

交
番
ご
と
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
警
察
署
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
は
、
警
察
署
、
交
番
等
ご
と
に
年
間
の
犯
罪
検
挙
件
数
、
交
通
違
反
取
締
り
件
数
等
の
目
標
が

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八



八
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
署
に
お
い
て
交
番
又
は
勤
務
員
ご
と
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
警

げ
き

察
署
に
お
け
る
警
察
活
動
の
重
点
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、警
察
活
動
の
間
隙
を
突
い
た
犯
罪
が
企
図
さ
れ
る
な
ど
、

当
該
警
察
署
に
お
け
る
今
後
の
業
務
運
営
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
ま
で
の
間
に
地
域
警
察
官
が
検
挙
し
た
刑
法
犯
（
道
路
上
の
交
通
事
故
に
係
る
業
務

上
過
失
致
死
傷
及
び
重
過
失
致
死
傷
、
危
険
運
転
致
死
傷
並
び
に
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特

別
法
犯
に
係
る
検
挙
件
数
は
、
平
成
十
五
年
に
つ
い
て
は
、
凶
悪
犯
は
二
千
七
百
二
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇

三
件
、
粗
暴
犯
は
二
万
二
千
百
六
十
五
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
二
六
件
、
窃
盗
犯
は
十
七
万
八
千
九
百
十
六
件
、

地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
二
・
〇
八
件
、
知
能
犯
は
七
千
四
百
二
十
四
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇
九
件
、
そ
の

他
の
刑
法
犯
は
十
万
千
八
百
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
一
八
件
、
特
別
法
犯
は
四
万
五
千
四
十
三
件
、
地
域
警

察
官
一
人
当
た
り
〇
・
五
二
件
、
平
成
十
六
年
に
つ
い
て
は
、
凶
悪
犯
は
二
千
六
百
三
十
六
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り

〇
・
〇
三
件
、
粗
暴
犯
は
二
万
三
千
五
百
八
十
六
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
二
七
件
、
窃
盗
犯
は
十
八
万
九
千
四

九



百
四
十
三
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
二
・
一
五
件
、
知
能
犯
は
八
千
三
百
七
十
三
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・

一
〇
件
、
そ
の
他
の
刑
法
犯
は
十
一
万
千
七
百
五
十
七
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
二
七
件
、
特
別
法
犯
は
五
万
千

九
百
二
十
七
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
五
九
件
、
平
成
十
七
年
に
つ
い
て
は
、
凶
悪
犯
は
二
千
七
百
五
十
七
件
、

地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇
三
件
、
粗
暴
犯
は
二
万
七
千
九
百
三
十
四
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
三
一
件
、

窃
盗
犯
は
十
八
万
七
千
八
百
二
十
四
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
二
・
一
一
件
、
知
能
犯
は
九
千
五
百
五
十
件
、
地
域
警

察
官
一
人
当
た
り
〇
・
一
一
件
、
そ
の
他
の
刑
法
犯
は
十
万
八
千
四
百
三
十
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
二
二
件
、

特
別
法
犯
は
五
万
五
千
三
百
八
十
七
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
六
二
件
、
平
成
十
八
年
に
つ
い
て
は
、
凶
悪
犯
は

二
千
六
百
十
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇
三
件
、
粗
暴
犯
は
三
万
四
千
五
十
二
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り

〇
・
三
八
件
、
窃
盗
犯
は
十
七
万
六
千
八
百
十
六
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
九
七
件
、
知
能
犯
は
九
千
三
百
五
十

九
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
一
〇
件
、
そ
の
他
の
刑
法
犯
は
十
万
六
千
七
百
三
十
二
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た

り
一
・
一
九
件
、
特
別
法
犯
は
六
万
千
百
十
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
六
八
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年

九
月
ま
で
に
つ
い
て
は
、
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
、
凶
悪
犯
は
千
七
百
九
十
一
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇

二
件
、
粗
暴
犯
は
二
万
五
千
七
百
二
十
六
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
二
八
件
、
窃
盗
犯
は
十
一
万
九
千
八
百
三
十

一
〇



三
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
三
三
件
、
知
能
犯
は
六
千
三
百
七
十
二
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
〇
七
件
、

そ
の
他
の
刑
法
犯
は
六
万
七
千
二
百
二
十
三
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
七
四
件
、
特
別
法
犯
は
四
万
五
千
七
百
六

十
四
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
五
一
件
で
あ
る
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
ま
で
の
間
に
地
域
警
察
官
が
検
挙
し
た
自
転
車
盗
事
件
及
び
占
有
離
脱
物
横
領
事
件

に
係
る
検
挙
件
数
は
、
平
成
十
五
年
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
盗
事
件
は
二
万
四
千
十
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・

二
八
件
、
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
は
八
万
六
千
五
百
五
十
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
〇
〇
件
、
平
成
十
六
年
に

つ
い
て
は
、
自
転
車
盗
事
件
は
二
万
四
千
九
百
三
十
五
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
二
八
件
、
占
有
離
脱
物
横
領
事

件
は
九
万
四
千
六
百
三
十
五
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
〇
八
件
、
平
成
十
七
年
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
盗
事
件
は

二
万
四
千
五
百
八
十
六
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
二
八
件
、
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
は
八
万
九
千
八
百
九
十
九
件
、

地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
一
・
〇
一
件
、
平
成
十
八
年
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
盗
事
件
は
二
万
四
千
八
件
、
地
域
警
察
官
一

人
当
た
り
〇
・
二
七
件
、
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
は
八
万
七
千
九
百
九
十
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
九
八
件
、
平

成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
に
つ
い
て
は
、
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
、
自
転
車
盗
事
件
は
一
万
五
千
百
七
十
八

一
一



件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た
り
〇
・
一
七
件
、
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
は
五
万
四
千
二
百
十
八
件
、
地
域
警
察
官
一
人
当
た

り
〇
・
六
〇
件
で
あ
る
。

八
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
ま
で
の
間
に
地
域
警
察
官
が
検
挙
し
た
自
転
車
盗
事
件
の
数
は
、
基
本
送
致
を
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
は
六
千
四
百
二
十
五
件
、
平
成
十
七
年
は
六
千
三
百
十
九
件
、
平
成
十
八
年
は
六
千
三
十

九
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
三
千
七
百
四
十
三
件
、
簡
易
送
致
を
し
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
は
一
万
六
百
十
七
件
、
平
成
十
七
年
は
一
万
七
百
四
十
四
件
、
平
成
十
八
年
は
一
万
百
八
十

件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
六
千
九
十
七
件
、
送
致
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
五
年
は
七
千
五
百
二
十
二
件
、
平
成
十
六
年
は
七
千
八
百
九
十
三
件
、
平
成
十
七
年
は
七
千
五
百
二
十
三

件
、
平
成
十
八
年
は
七
千
七
百
八
十
九
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
五
千
三

百
三
十
八
件
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
に
地
域
警
察
官
が
検
挙
し
た
自
転
車
盗
事
件
の
う
ち
基
本
送
致
又
は
簡
易
送
致

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
万
六
千
四
百
九
十
六
件
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
ま
で
の
間
に
地
域
警
察
官
が
検
挙
し
た
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
の
数
は
、
基
本
送
致

一
二



し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
は
一
万
二
千
三
百
八
十
二
件
、
平
成
十
七
年
は
一
万
千
三
百
三
十
八
件
、
平
成
十
八

年
は
一
万
六
百
八
十
八
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
六
千
七
百
三
十
四
件
、

簡
易
送
致
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
平
成
十
六
年
は
三
万
二
千
八
百
四
十
四
件
、
平
成
十
七
年
は
二
万
九
千
八
百
二
十
六
件
、

平
成
十
八
年
は
二
万
九
千
八
百
八
十
七
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
一
万
八

千
二
百
三
十
七
件
、
送
致
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
は
四
万
二
千
四
百
七
件
、
平
成
十
六
年
は
四
万
九

千
四
百
九
件
、
平
成
十
七
年
は
四
万
八
千
七
百
三
十
五
件
、
平
成
十
八
年
は
四
万
七
千
四
百
十
五
件
、
平
成
十
九
年
一
月
か

ら
同
年
九
月
ま
で
は
確
定
し
た
数
値
で
は
な
い
が
二
万
九
千
二
百
四
十
七
件
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
五
年
に
地
域
警
察
官

が
検
挙
し
た
占
有
離
脱
物
横
領
事
件
の
う
ち
基
本
送
致
又
は
簡
易
送
致
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
四
万
四
千
百
五
十
一
件
で
あ

る
。

九
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
巡
査
長
の
制
度
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お

り
、
職
員
の
士
気
の
高
揚
及
び
巡
査
に
対
す
る
指
導
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時

点
で
同
制
度
の
運
用
の
実
態
に
つ
い
て
調
査
又
は
検
証
を
行
う
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。

一
三



九
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
巡
査
長
の
制
度
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お

り
、
職
員
の
士
気
の
高
揚
及
び
巡
査
に
対
す
る
指
導
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時

点
で
同
制
度
の
見
直
し
は
予
定
し
て
い
な
い
。

十
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
当
該
職
員
と
同
じ
交
番
で
勤
務
し
て
い
た
警
察
官
は
、
当
該
職
員
が
平
成
十
九
年
八
月
二
十
日
か
ら

同
月
二
十
一
日
に
か
け
て
警
ら
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
上
司
に
報
告
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

十
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
人
事
配
置
は
、
不
適
切
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

十
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
部
補
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
試
験
、
選
考
等
に
よ
り
、
係
規
模
の
組
織
及
び
業
務
を
管
理
す
る

能
力
を
有
す
る
者
等
を
選
定
し
て
昇
任
さ
せ
た
上
で
、
警
察
学
校
、
職
場
等
に
お
け
る
必
要
な
教
養
を
行
う
な
ど
し
て
い
る

一
四



も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
部
補
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
試
験
、
選
考
等
に
よ
り
、
係
規
模
の
組
織
及
び
業
務
を
管
理
す
る

能
力
を
有
す
る
者
等
を
選
定
し
て
昇
任
さ
せ
た
上
で
、
警
察
学
校
、
職
場
等
に
お
い
て
警
部
補
の
役
割
や
業
務
管
理
の
重
要

性
の
理
解
を
徹
底
す
る
た
め
に
必
要
な
教
養
を
行
う
な
ど
し
て
能
力
、資
質
の
向
上
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

十
の
（
�
）
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
警
察
署
へ
の
人
事
配
置
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
実
績
、
能
力
、
資
質
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で

部
門
間
で
偏
り
の
な
い
よ
う
に
配
意
す
る
な
ど
し
て
行
っ
て
お
り
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
地
域
課
の
幹
部
の
人
事
配
置
に
御

指
摘
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
問
題
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
三
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
案
に
関
し
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
、
警
視
総
監
は
、
警
視
庁
立
川

警
察
署
地
域
課
の
課
長
一
人
、
課
長
代
理
一
人
及
び
係
長
一
人
並
び
に
同
署
生
活
安
全
課
の
係
長
一
人
を
そ
れ
ぞ
れ
減
給
処

分
と
し
、
同
署
地
域
課
の
係
長
一
人
を
戒
告
処
分
と
し
た
。

一
五



十
二
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
二
件
の
監
察
の
指
示
は
、
い
ず
れ
も
不
適
正
な
予
算
執
行
が
判
明
し
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
平
成
十
六
年
三
月
に
北
海
道
公
安
委
員
会
が
北
海
道
警
察
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
及
び
同
年
四
月
に
福
岡
県
公
安
委
員
会

が
福
岡
県
警
察
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

十
二
の
（
�
）
に
つ
い
て

東
京
都
公
安
委
員
会
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
事
案
の
発
生
を
受
け
、
警
視
庁
に
お
い
て
は
、
同
公
安
委
員
会
の
管
理
の
下
、

平
成
十
九
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
警
視
庁
立
川
警
察
署
に
対
す
る
特
別
監
察
を
実
施
し
、
同
公

安
委
員
会
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
幹
部
機
能
強
化
の
た
め
の
研
修
等
各
種
施
策
を
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
警
察
法
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
監
察
の
指
示
を
行
う
こ
と
と
は
し
て
い

な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

十
三
の
（
�
）
に
つ
い
て

個
別
具
体
的
な
苦
情
の
申
出
を
す
る
理
由
は
様
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
六



十
三
の
（
�
）
に
つ
い
て

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
警
察
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
、
当
該
公
安
委
員
会
の
主
体
的
な
判
断
に
基
づ
き
適
切
に
処
理
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、

警
察
庁
と
し
て
は
、
苦
情
処
理
の
在
り
方
を
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
四
の
（
�
）
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
五
の
（
�
）
の
�
に
つ
い
て
で
は
、
公
安
委
員
会
の
委
員
の
適
任
者
が
、
現
に
社
会
の
一
線
で
活
躍
し
て
い

る
人
材
に
限
ら
れ
る
旨
を
お
答
え
し
た
も
の
で
は
な
く
、
公
安
委
員
会
の
委
員
に
は
、
現
に
社
会
の
一
線
で
活
躍
し
て
い
る

人
材
を
含
む
幅
広
い
対
象
者
の
中
か
ら
、
国
民
の
良
識
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

十
四
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
安
委
員
会
の
委
員
に
国
民
の
良
識
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
が
充
て
ら
れ
る
た
め
に
は
、
現
に
社
会
の
一
線
で
活

躍
し
て
い
る
人
材
を
含
む
幅
広
い
対
象
者
の
中
か
ら
適
任
者
が
選
ば
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
五
の
（
�
）
に
つ
い
て

一
七



国
家
公
安
委
員
会
及
び
警
察
庁
と
し
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
公
安
委
員
会
の
委
員
を
任
命
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
け
る

各
都
道
府
県
警
察
の
具
体
的
な
関
与
の
実
態
を
承
知
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
安
委
員
会
の
委
員
の
任
命
は
、

都
道
府
県
知
事
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
両
議
院
の
同
意
を
得
て
任
命
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
警
察
庁
は
、

幅
広
い
対
象
者
の
中
か
ら
国
家
公
安
委
員
会
に
多
様
な
人
材
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
年
齢
そ

の
他
の
事
項
を
考
慮
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
具
体
的
な
候
補
者
に
つ
い
て
参
考
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
五
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
安
委
員
会
の
委
員
の
任
命
は
、
各
都
道
府
県
知
事
の
判
断
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
警
察
庁
と
し
て
意
見

を
述
べ
る
立
場
に
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
六
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
安
委
員
会
が
警
察
本
部
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
は
、公
安
委
員
会
に
都
道
府
県
警
察
か
ら
の
情
報
が
円
滑
に
伝
達
さ
れ
、

ま
た
、
公
安
委
員
会
の
意
見
に
都
道
府
県
警
察
が
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
公
安
委
員
会
の
管
理
機
能
の
充
実

及
び
活
性
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
八



十
六
の
（
�
）
に
つ
い
て

公
安
委
員
会
の
委
員
に
は
、
国
民
の
良
識
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
が
充
て
ら
れ
、
委
員
が
自
ら
の
見
識
に
基
づ
き

そ
の
職
責
を
果
た
し
て
お
り
、
委
員
を
補
佐
す
る
警
察
職
員
は
、
委
員
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
警
察
本
部
が
公
安
委
員
会
を
的
確
に
補
佐
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
が
第
三
者
的
な
立
場
か

ら
都
道
府
県
警
察
を
管
理
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
九


